
守谷市立けやき台中学校 いじめ防止基本方針 

守谷市立けやき台中学校 

１ いじめ・いじめ重大事態の定義 

（１） いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条第１項） 

 

 

 

 

（２）いじめ重大事態の定義（いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号・第２号） 

 

 

 

 

 

２ いじめに対する基本事項（基本認識） 

○ いじめは、どの学校・どの生徒にも起こり得るものであり、学校全体でいじめを「しない」「させ

ない」「見過ごさない」という風土を整える。 

○ いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 

○ いじめの未然防止及びいじめ対応は、学校・家庭・地域社会など全ての関係者がそれぞれの役割を

果たしながら一体となって取り組むべきものである。 

 

３ けやき台中学校いじめ対策本部（いじめ防止対策推進法第２２条に対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等

と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているものをいう。 

 

・いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ

ると認めるとき。（生命心身財産重大事態） 

・いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされてい

る疑いがあると認めるとき。（不登校重大事態） 

 

 

けやき台中学校いじめ対策本部 

《構成員》 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、特別支援教育 Co、守谷市総合 

教育支援センター相談員等、ＳＣ、ＳＳＷ 

※ その他校長の判断により、法律、人権、心理、児童福祉、社会福祉、少年犯罪、発達障害等 

に関する専門的知識を有する者を参加させることができる。 

《取組内容》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《組織活性化に向けた取組》 

 ・国、県からの通達及び各種ガイドライン等の確認と職員への周知 

 ・生徒指導部会（月２回開催）における協議事項等の共通理解 

１ 平時からの備え 

 ① 教科の指導と生徒指導の一体化 

 ② 発達支持的生徒指導の推進 

  ・人権意識、市民性の向上 

 ③ 課題未然防止教育の推進 

  ・守谷市いじめ防止プログラム等 

 ④ いじめ防止対策会議の開催（月１回） 

 ⑤ いじめに係る研修の実施 

２ いじめ発見・認知時 

 ① 事実確認 

 ② 情報収集（調査） 

 ③ 情報共有及び情報提供 

  ・教育委員会、保護者、警察等 

 ④ 対応及び方針の検討 

 ⑤ 記録の整理と保管 

 ⑥ その他、必要と認める事項 



４ いじめの未然防止に向けた取組 

（１）発達支持的生徒指導としての取組 

  ① 教科の指導と生徒指導の一体化を図る。 

   ・生徒指導の実践上の４つの視点（自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場 

    の提供、安全・安心な風土の醸成）を学びの中に盛り込む。 

  ② 全ての生徒を対象に、教科の指導、学校行事、体験活動等をとおして人権意識や市民性を育む。 

（２）課題未然防止教育としての取組 

  ① 「守谷市いじめ防止プログラム」の推進（情報モラル教育を含む） 

   ・道徳や特別活動等をとおして、いじめを「しない」「させない」「見過ごさない」という心情と 

      態度を身に付ける。 

  ② 生徒会活動の充実 

   ・生徒による自治的活動をとおして「自分たちの学校を自分たちの手でよりよくする」という意識 

を高めるとともに、生徒が活躍する場面や役割を設定し、自己有用感を高める。 

 

５ いじめの早期発見・早期対応に向けた取組 

（１）早期発見としての取組 

  ① いじめの兆候の察知 

   ・生徒の表情、学校生活における様子や雰囲気から生徒の違和感に気付く。 

  ② 定期的（毎月１回）なアンケート調査の実施 

  ③ 教育相談（面談）の実施 

   ・表情や様子からいじめの兆候が感じられた生徒、アンケートに不安や悩みを記載した生徒に対し

ては速やかに教育相談（面談）を行い、生徒の気持ちや考えを把握する。 

  ④ 報告・連絡・相談・確認の徹底 

   ・知り得た情報は「報告・連絡・相談・確認」を徹底し、管理職とも共有する。 

（２）早期対応としての取組 

   法で定義するいじめ（疑いも含む）事案が発生した可能性がある場合は、本校いじめ対策本部の組

織力を生かして以下に示すとおりに対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ 関係機関との連携については、守谷市総合教育支援センターのいじめ防止対策担当者が参加 

  する「けやき台中学校 いじめ防止対策会議（毎月 1回開催）を重視する。 

 

 

 

相談・発見時 
・情報は正確に、迅速に収集する。 
・収集した情報を整理し、事実を確認した上
で、適切にいじめ認知を行う。 

いじめ認知時 
・具体的な対応を検討し、速やかに遂行する。 
・保護者とも情報を共有し、連携体制を整える。 
・教育委員会（支援センター）へ報告する。 

○ 事実確認 

○ 情報収集 

○ 対応の検討と遂行 
○ 保護者との連携 
○ 関係機関との連携 

対応・支援時 

・被害生徒に寄り添い、解消に向けた支援を継
続する。 

・保護者へも適切に情報を提供していく。 
・支援の進捗について教育委員会へ報告する。 

○ 継続支援と経過観察 
○ 保護者への情報提供 
○ 関係機関との連携 



６ 重大事態への対応 

  いじめ防止対策推進法第２８条に基づき、いじめにより生命・心身又は財産に重大な被害が生じた

疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合、さらに生徒や保護者

から重大事態との申し出があった場合は、以下のように対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ いじめ対応に係るその他の留意事項等 

（１）情報モラル教育の充実 

   GIGA スクール構想により１人１台端末の利用が可能になった。今後ますます授業における ICT

機器の活用が進むと考えられる。活用の加速にともないインターネット（LINE や SNS 等）上での

いじめ（誹謗・中傷等）は社会問題にも発展しており、対策・防止が急務である。以下はその具体で

ある。 

  ① 生徒指導提要 第 11章「インターネット・携帯電話に関わる問題」の再確認 

  ② 本校「生徒指導・不登校支援・いじめ防止 年間計画」における取組 

   ・iPad の使い方（ルールやマナー、SOS の出し方等） 

   ・情報モラル、情報リテラシーについて 

   ・スマホ安全教育 等 

  ③ 長期休業前に ICT機器利用に関する資料やリーフレットを配付し、意識啓発を図る。 

   ・「家庭で話し合おう！PC・スマホ・タブレット・オンラインゲーム機」等 

   ・関連文書：【文科省 事務連絡（R8.3.3）「SNS 上における暴力行為等の動画の投稿・拡散を受 

けた情報モラル教育の動画教材等について」 等 

 

１ 重大事態が発生した旨を守谷市教育委員会へ速やかに報告する。 

  ※ 対策本部として把握している情報を整理して報告する。 

２ 当該重大事態に係る調査を行う。（調査中の学校の対応を含む） 

（１）調査の目的 

  ◆ いじめに係る事実関係の整理  ◆ 再発防止策の明確化 

（２）調査主体ごとの学校の役割 

  ① 調査主体が学校の場合       

・整理した情報の再確認 ・必要に応じた追加調査等の実施 

・対象生徒側（被害側）及び関係生徒側（加害側）への情報提供と事実の共有化 

  ② 調査主体が設置者（教育委員会）の場合 

   ・調査主体への情報（学校が知り得た当該いじめ事案に係る情報）の提供 

（３）重大事態調査中における学校の対応 

  ① 対象生徒の見守りや心のケア 

  ② 関係生徒への指導及び支援（対象生徒への謝罪の気持ちを醸成させる） 

    ※ ①、②ともに保護者との連携を大切にする。 

３ 再発防止に向けた取組を行う。 

  ※ 調査をとおして明らかになった事実を踏まえ、いじめの未然防止に努める。 



（２）人権に係る配慮事項 

   「２ いじめに対する基本事項（基本認識）」で述べたとおり、いじめは人権侵害であり、人とし

て決して許される行為ではない。特に、下記に示す事項について人権意識を高めていく。 

  ・障がいを理由とする偏見や差別をなくしていく 

  ・海外から帰国した生徒や外国籍の生徒の人権を尊重する 

  ・性自認を理由とする偏見や差別をなくしていく 

  ・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくしていく 

  ・感染症に起因する偏見や差別をなくしていく 

   

８ 各種相談窓口 

  ○ 守谷市総合教育支援センター 

   ・フリーダイヤル ０１２０－７８－３０１８（固定電話のみ通話可能） 

   ・ＴＥＬ  ０２９７－４６－２３４１ ／ ０２９７－４５－２６５５ 

   

○ 茨城県いじめ・体罰解消サポートセンター（県南地区） 

   ・ＴＥＬ ０２９－８２３－６７７０ 

   ・E メール kennanijimekaisho@edu.pref.ibaraki.jp 

     

○ 子どもホットライン（茨城県教育委員会） 

 ・ＴＥＬ ０２９－２２１－８１８１ 

 ・E メール kodomo@edu.pref,ibaraki.jp 

 

○ 子ども教育相談（茨城県教育研修センター） 

 ・ＴＥＬ ０２９６－７１－３８７０ 

 ・E メール 7830@center.ibk.ed.jp 
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９ 生徒指導・不登校支援・いじめ防止 年間計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


